
- 1 -

○

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環
境
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
図
面
）

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
図
面
）

第
一
条

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

第
一
条

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請

と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
一
般
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処

理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。
第

三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利

用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に

係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。

以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
、
当
該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
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同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処

理
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四

条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
第
十
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
該
当
し
て
、
当
該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
～
十

（
略
）

四
～
八

（
略
）

十
一

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

九

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。

に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
第
一
項

）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を

該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃

、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

棄
物
処
理
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ

る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設

っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法

に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
二

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当

の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項

該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃

の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
削
る
。
）

十

肥
料
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
栽
培
試
験
の
成
績
を
記
載
し
た
書

類

十
二

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
普
通
肥
料
を
生
産
す
る
場
合
に
は
同
法
第
十
条
の
登
録
証
若
し

く
は
仮
登
録
証
の
写
し
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届

出
に
係
る
同
条
第
三
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
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、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
当
該
普
通

肥
料
を
販
売
す
る
場
合
に
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出

に
係
る
同
条
第
二
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
三

使
用
の
経
験
の
な
い
飼
料
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
動
物
試
験

十
一

飼
料
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
動
物
試
験
の
成
績
を
記
載
し
た

の
成
績
を
記
載
し
た
書
類

書
類

十
四

（
略
）

十
二

（
略
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
二
条

法
第
十
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

第
三
条

法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再

生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許

可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処
理
法

施
行
規
則
第
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
、
当

該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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三

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再

生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該

許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処

理
法
施
行
規
則
第
十
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
、
当
該
食
品
循
環

資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
削
る
。
）

四

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に

つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
、

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に

つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
二
の

五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の

許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

六

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

運
転
を
安
定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施

設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
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可
）
を
、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料

等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法

第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

七

肥
料
取
締
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
肥
料
を
生
産
す
る
場
合
に

は
同
法
第
四
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
五
条
の
仮
登
録
を
受
け
て

い
る
こ
と
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同

条
第
三
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届

出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
普
通
肥
料
を
販
売
す
る
場
合
に
は

同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同
条
第
二
項
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を

し
て
い
る
こ
と
。

２

法
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
肥
飼
料

２

法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
肥
飼
料
等

等
製
造
施
設
の
一
日
当
た
り
の
食
品
循
環
資
源
の
処
理
能
力
が
五
ト
ン
以
上
で

製
造
施
設
の
一
日
当
た
り
の
食
品
循
環
資
源
の
処
理
能
力
が
五
ト
ン
以
上
で
あ

あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

（
登
録
証
明
書
の
交
付
）

（
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
四
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第

第
四
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十

十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
登
録
再
生
利
用
事
業
者
に
対

一
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
登
録
再
生
利
用
事
業
者
に
対
し

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
変
更
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生

第
五
条

法
第
十
条
第
五
項
の
変
更
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利

利
用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
第
一
条
各
号
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
第
一
条
各
号
に
掲

掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
又
は
図

げ
る
書
類
又
は
図
面
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
又
は
図
面

面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廃
止
に
係
る
届
出
）

（
廃
止
に
係
る
届
出
）

第
六
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
廃
止
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生

第
六
条

法
第
十
条
第
五
項
の
廃
止
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利

利
用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
持
す
る
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
と
と
も
に
、
そ
の
所
持
す
る
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
登
録
の
更
新
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利

用
事
業
者
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の

二
月
前
ま
で
に
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
申
請
書
に
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
主
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
の
有
効
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期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
つ
い
て
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従

前
の
登
録
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
有

効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も

の
と
す
る
。

（
標
識
の
様
式
）

（
標
識
の
様
式
）

第
八
条

法
第
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と

第
七
条

法
第
十
三
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

（
料
金
の
公
示
方
法
）

（
料
金
の
公
示
方
法
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
事
業
に
係
る
料
金
の
公

第
八
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
事
業
に
係
る
料
金
の
公

示
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
再
生
利
用
事
業
を
行
う
事
業
場
ご

示
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
再
生
利
用
事
業
を
行
う
事
業
場
ご
と

と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。


